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市
民
が
主
体
的
に
行
う
公
共
性
・
公
益
性
の
高
い
ま

ち
づ
く
り
事
業
に
対
し
、
南
島
原
市
協
働
の
ま
ち
づ
く

り
事
業
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

※

対
象
と
な
る
事
業
や
申
請
の
方
法
な
ど
、
詳
細
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

南
島
原
市
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
事
業
補
助
金

●
補
助
金…

30
万
円
限
度

　
（
補
助
率
は
10
分
の
10
以
内
）

※

平
成
21
年
度
は
、
耕
作
放
棄
地
活
用
花
い
っ
ぱ
い
運

動
事
業
と
し
て
、
南
島
原
環
境
循
環
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

が
市
内
に
ひ
ま
わ
り
の
植
栽
を
行
い
ま
し
た
。

　

農
業
委
員
会
で
は
、
農
地
銀
行
を
運
営
し
、
農
地
に

関
す
る
情
報
の
お
知
ら
せ
や
仲
介
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

農
地
を「
貸
し
た
い
」「
借
り
た
い
」「
売
り
た
い
」「
買

い
た
い
」
人
は
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
農
地
銀
行
へ
の
登
録
は
、
随
時
受
け
付
け
て

い
ま
す
。
ま
ず
は
農
業
委
員
会
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

な 

農
家
の
農
地
に
関
す
る
情
報
（
貸
借
、
売
買
）
を

収
集
し
、
情
報
提
供
者
の
了
解
を
え
て
公
開
し
ま
す
。

農
業
委
員
と
連
携
し
て
、
農
地
の
仲
介
や
相
談
に
応
じ

ま
す
。

●
現
在
の
状
況

・
農
地
の
登
録
筆
数…

１
２
３
筆
（
８
４
１
ア
ー
ル
）

・
貸
借
が
成
立
し
た
農
地…

36
筆

・
売
買
が
成
立
し
た
農
地…

１
筆

　
農
業
委
員
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

耕
作
証
明
書
は
、
農
業
委
員
会
で
は
発
行
し
て

い
ま
せ
ん
。

　

各
支
所
で
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
に
つ
い
て
は
、Ａ
Ｄ
Ｅ
Ｍ（
急

性
散
在
性
脳
脊
髄
炎
）
な
ど
の
副
反
応
が
あ
っ
た
た
め
、

平
成
17
年
５
月
30
日
か
ら
平
成
22
年
３
月
31
日
ま
で
の

間
、
接
種
の
積
極
的
勧
奨
（
皆
さ
ん
へ
の
接
種
を
勧
め

る
こ
と
）
を
差
し
控
え
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
間
、
接
種
機
会
を
逃
し
た
人
へ
の
救
済
措
置
と

し
て
、
次
の
年
齢
の
人
は
、
第
１
期
（
全
３
回
）
の
不

足
分
を
接
種
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

●
対
象
者

　
９
歳
か
ら
13
歳
未
満
の
人

※

生
後
６
カ
月
か
ら
90
カ
月
未
満
の
人
は
、
定
期
の
予

防
接
種
と
し
て
、
今
ま
で
ど
お
り
接
種
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

※

現
在
、
生
後
90
カ
月
か
ら
９
歳
未
満
の
人
は
、
今
回

の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。
９
歳
か
ら
13
歳
の
間
に
接

種
し
て
く
だ
さ
い
。

●
接
種
方
法

　
協
力
医
療
機
関
で
接
種
し
て
く
だ
さ
い
。

　
（
要
予
約
。
予
診
票
は
支
所
お
よ
び
市
民
サ
ー
ビ
ス

　

課
（
西
有
家
庁
舎
）
に
備
え
て
い
ま
す
）

※

第
２
期
（
９
歳
か
ら
13
歳
未
満
）
に
つ
い
て
も
、
定

期
の
予
防
接
種
と
し
て
接
種
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　国民年金には、さまざまな免除制度や猶予制度
がありますが、この制度を利用した場合、受け取
る年金額は、保険料を全額納付した場合より少な
くなります。こうした事態の救済措置として、
10年以内（例えば、平成22年2月分は平成32
年2月末まで）であれば、後からでも保険料の納
付（追納）ができるようになっています。
　将来、受け取る年金額を増額するためにも、追
納することをお勧めします。
　なお、免除や納付猶予などの承認を受けた年度
から起算して、3年度目以降に保険料を追納する
場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加
算額が上乗せされます。

主な免除制度・猶予制度
●申請免除制度…経済的な理由などで保険料を納
めることが難しい場合
●法定免除制度…障害基礎年金の受給者などのた
めの制度
●若年者納付猶予制度…若年層（20歳代）の保
険料納付を猶予する制度
●学生納付特例制度…学生を対象とした制度
※すべて申請が必要です。

＊詳しくは、保険年金課、各支所または諫早年金
　事務所（☎0957－25－1666）にお問い合
　わせください。

　市では、障害者の福祉サービスの利
用や専門機関の紹介などの相談業務を
「たすかる相談支援事業所」に委託し
ています。専門のスタッフが、皆さん
の不安や悩みなどを一緒に考え、皆さ
んの暮らしがより快適となるようお手
伝いします。
　相談は、直接来ていただくほか、電
話でも受け付けています。また、家庭
訪問も必要に応じて行っています。な
お、相談の内容など、秘密は厳守しま
すので、安心してご相談ください。

こんな不安や悩みはありませんか？
障害者手帳や障害年金の申請手続きを
手伝ってほしい／昼間に通う場所や住
居の情報提供／仕事を探している／日
常生活の困っていることで相談したい 
など。
と 月～金曜日　午前８時～午後５時
お たすかる相談支援事業所
☎０９５７（８２）４８７０
南島原市有家町中須川１８３番地

　

南
島
原
市
で
は
、
高
齢
者

（
65
歳
以
上
）
が
人
口
の
３
割

を
超
え
る
超
高
齢
化
社
会
を
迎

え
て
い
ま
す
。
高
齢
者
自
身

が
、
被
害
者
あ
る
い
は
加
害
者

と
な
る
犯
罪
や
交
通
事
故
が
後

を
絶
ち
ま
せ
ん
。

　

こ
の
状
況
を
打
開
す
る
た

め
、
関
係
機
関
・
団
体
が
有
機

的
に
連
携
し
、
情
報
を
共
有
す

る
こ
と
を
目
的
に
、
８
月
11

日
、
標
記
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
発

足
し
ま
し
た
。
（
南
島
原
警
察

署
、
南
島
原
市
、
民
間
団
体
な

ど
14
機
関
・
団
体
）

今
回
の
発
足
で…

●
高
齢
者
に
係
る
犯
罪
お
よ
び
交
通
事

故
の
被
害
（
加
害
）
防
止

●
高
齢
者
に
係
る
各
種
相
談
事
案
へ
の

迅
速
・
適
切
な
対
応
と
早
期
解
決

が
進
み
、
高
齢
者
が
住
み
よ
い
「
安
全
・

安
心
な
南
島
原
市
」
と
な
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
ま
す
。

南
島
原
市
高
齢
者
安
全
・
安
心
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
高
齢

者
を
犯
罪
や
交
通
事
故
な
ど
か
ら
守
る
！

『
振
り
込
め
詐
欺
の
電
話
が
あ
っ
た
』『
不

必
要
で
多
額
の
商
品
を
無
理
や
り
購
入
さ

せ
ら
れ
た
』
な
ど
の
問
題
で
お
困
り
の
人

は
、
南
島
原
警
察
署
・
南
島
原
市
な
ど
参

加
機
関
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

平成20年３月に策定した南島原市総合計画の基
本理念に、【南向きに生きよう！「みんなが主
役“市民協働のまちづくり”】と掲げました。
平成21年３月に策定した協働のまちづくり推進
指針は、市民協働のまちづくりの理念や推進す
る方向性などを取りまとめたものです。
※推進指針は、市のホームページでご覧ください。

南
島
原
市
協
働
の

　
　
　
　 

ま
ち
づ
く
り
事
業

あ
な
た
も
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
み
ま
せ
ん
か
？

問 
企
画
振
興
課 

☎
０
５
０（
３
３
８
１
）５
０
３
０

耕
作
し
な
く
な
っ
た
農
地
は
、

南
島
原
市
農
地
銀
行
に

登
録
し
ま
し
ょ
う

問 

農
業
委
員
会
事
務
局 

☎
０
５
０（
３
３
８
１
）５
０
９
０

日
本
脳
炎
予
防
接
種
の

　
　
　
　
　
　 

お
知
ら
せ

問 

こ
ど
も
未
来
課 

☎
０
５
０（
３
３
８
１
）５
０
５
０

教えて！国民年金 国民年金保険料の追納制度をご存じですか？

障害者相談支援事業所を
ご存じですか？

安全・安心な南島原市をめざして

南島原警察署からのお知らせ
問 南島原警察署　☎０９５７（８６）２１１０


